
 
 

大学等における履修証明（Certificate）制度の概要 

 

 

【趣旨】 

教育基本法第７条及び学校教育法第８３条の規定により、教育研究成果の社会

への提供が大学の基本的役割として位置づけられたことや、中教審答申の提言等

を踏まえ、平成19年の学校教育法改正により、履修証明の制度上の位置付けを明

確化。 

これにより、各大学等（大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校）

における社会人等に対する多様なニーズに応じた体系的な教育、学習機会の提供

を促進。 

 

【制度の概要】 

以下の要件を満たす履修証明プログラムを大学等が提供できることとした。 

○ 対象者：社会人（当該大学の学生等の履修を排除するものではない） 

○ 内 容：大学等の教育・研究資源を活かし一定の教育計画の下に編成された、 

体系的な知識・技術等の習得を目指した教育プログラム 

○ 期 間：目的・内容に応じ、総時間数６０時間以上で各大学において設定 

○ 証明書：プログラムの修了者には、各大学等により、学校教育法の規定に基づく 

プログラムであること及びその名称等を示した履修証明書を交付 

○ 質保証：プログラムの内容等を公表するとともに、各大学等においてその質を 

保証するための仕組みを確保 

 

＊学生を対象とした学位プログラムとは異なり、単位や学位が授与されるものでは 

ない。 

 

（出典文部科学省ホームページ一部改変） 

  

人 体 の 構 造 と 機 能 講義 15 月 1.2 4 八木孝和

社 会 福 祉 総 論 講義 8 月 2 2 川島芳雄

プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 技 法 演習 15 月 1.2 2 室崎友輔/谷口英明

臨床歯科Ⅲ（口腔外科・歯科放射線） 講義 15 月 3.4 4 森谷徳文/八木孝和

口 腔 衛 生 学 講義 15 火 2 2 山城圭介/西保亜希

口 腔 健 康 支 援 総 論 講義 8 水 2 2 福田昌代

栄 養 指 導 法 講義 8 木 3 2 吉田幸恵

歯 科 衛 生 過 程 Ⅱ 講義 15 木 4 2 中村美紀/浅枝麻夢可

歯 科 衛 生 士 論 Ⅰ 講義 15 木 3 2 吉田幸恵

臨 床 歯 科 Ⅳ （ 小 児 歯 科 ） 講義 15 木 5 2 竹内幸雄

歯 科 診 療 補 助 論 講義 8 金 2 2 上原弘美/江﨑ひろみ

臨 床 歯 科 Ⅴ （ 矯 正 歯 科 ） 講義 15 金 2 2 八木孝和

152 28

微 生 物 学 ・ 免 疫 学 講義 15 月 3 2 山城圭介/西保亜希

災 害 時 の 歯 科 衛 生 士 の 働 き 演習 15 月 3.4 2 高橋由希子

全 身 の 健 康 と 口 腔 科 学 講義 15 火 2 2 八木孝和/吉田幸恵

歯 科 医 療 と 法 律 ・ 制 度 講義 8 火 2 2 山城圭介

歯 科 予 防 処 置 論 講義 15 火 1 2 高橋由希子/破魔幸枝

臨床歯科Ⅵ（高齢者・障害者）＊1 講義 15 木 3 2 駒井正/北垣志麻

オ ー ラ ル リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 講義 8 木 4 2 澤田美佐緒/中村美紀

口 腔 健 康 支 援 各 論 講義 15 木 3 2 福田昌代

生 化 学 ・ 栄 養 学 講義 15 金 1 2 森谷徳文/西保亜希

歯 科 理 工 学 講義 8 金 2 2 森谷徳文

129 20

*1　前期及び後期の前半期間、又は後半期間に開講する科目です。

*2　1コマ（90分授業）を「2時間」と換算します。履修する時間数の参考にしてください。

授業回数
(回）

曜日 時限

(参考）2022年度　歯科衛生士リカレント教育キャリアアッププログラム　受講可能授業スケジュール

時間数
(時間）
*2

後期合計

担当講師

前期合計

授業科目 授業形態
授業回数

(回）
曜日 時限

時間数
(時間）
*2

担当講師

授 業 科 目 授業形態

8 9


